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2025年度における揚水随意契約の運用状況等について

⚫ 2025年度においては、以下のエリアにおいて、一般送配電事業者から揚水発電機を随意契約で調達を行うことについて
提案があり、本会合において承認された。

✓ 中部エリア ：第3回及び第5回制度設計・監視専門会合（2024年11月、2025年1月）
✓ 東北エリア ：第7回制度設計・監視専門会合（2025年3月）
✓ 関西エリア ：第10回制度設計・監視専門会合（2025年6月）
✓ 北海道エリア：第10回制度設計・監視専門会合（2025年6月）
✓ 東京エリア ：第12回制度設計・監視専門会合（2025年8月）

⚫ 揚水随契については、コストの透明性を確保する観点から、監視等委員会において厳正な事後監視を行うこととされて
いる。

⚫ 今回、実施主体である各一般送配電事業者より、2025年度の運用結果についてご報告していただく。その上で、2026
年度以降の揚水随契の方向性等について、ご議論いただきたい。

※なお、資源エネルギー庁制度検討作業部会（2025年10月）では、2026年度以降も、調整力コストの抑制のために、市
場外での調整力調達手段（余力活用電源・揚水等随意契約）の併用が必要と整理されている。
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（参考）
資源エネルギー庁
第108回制度検討作業部会（2025年10月）資料４


